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令和５年２月５日（日） 

午後２時～ 
府中市美術館 講座室 

 

１ 開会 

 

 

２ 委嘱状の伝達 

 

 

３ 府中市美術館 館長挨拶 

 

 

４ 委員および事務局の自己紹介 

 

 

５ 正副会長の選出 

 

 

６ 諮問事項の伝達 

 

 

７ 議題 

  (1) 府中市美術館運営協議会について 

 

 

  (2) 府中市美術館について  

 

 

  (3) 諮問事項について 

 

 

  (4) その他 
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資料１ 

 

 

第１２期 府中市美術館運営協議会 委員名簿 
（令和４/２０２２年１２月１６日 ～ 令和６/２０２４年１１月３０日） 

 

 

（選出区分別・五十音順・敬称略） 

№ 選出区分 所  属 氏  名 備考 

1 

学校教育関係者 

府中市立新町小学校 校長 髙橋 伸嘉 新任 

2 府中市立府中第三中学校 校長 持田 晃 再任 

3 

社会教育関係者 

原爆の図丸木美術館 

学芸員・専務理事 
岡村 幸宣 新任 

4 
世田谷美術館 副館長 

兼 学芸部長 
橋本 善八 再任 

5 国立新美術館 教育普及室長 真住 貴子 新任 

6 
家庭教育の向上に 

資する活動を行う者 

府中市立府中第一中学校  

ＰＴＡ会長 
水橋 佳也子 新任 

7 学識経験を有する者 美術史家・大学非常勤講師 隠岐 由紀子 再任 

8 

地域関係者 

府中市商店街連合会 加賀美 敦子 新任 

9 美術家 金田 実生 再任 

10 ボランティア地域美術 代表 吉田 裕子 再任 

11 

公募による市民 

瑞慶覧 香織 再任 

12 森下 英美 新任 

 



資料２ 

 

 

関係法規 府中市美術館条例・府中市美術館条例施行規則（抜粋） 

 

 

■府中市美術館条例 

（運営協議会の設置） 

第２２条 博物館法第２０条第１項の規定に基づき、府中市美術館運営協議会（以下「運営協

議会」という。）を美術館に置く。 

   ２ 運営協議会は、委員１２人以内をもって組織する。 

   ３ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

     （１）学校教育及び社会教育の関係者 

     （２）家庭教育の向上に資する活動を行う者 

     （３）学識経験を有する者 

   ４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

   ５ 運営協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

■府中市美術館条例施行規則 

（運営協議会の運営等） 

第１４条 条例第２２条に規定する府中市美術館運営協議会（以下「運営協議会」という。）

は、美術館の運営について、館長の諮問に応じ審議し、答申するほか、館長に対し

て意見を述べる。 

   ２ 運営協議会に会長及び副会長を置く。 

   ３ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

   ４ 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。 

   ５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（運営協議会の会議） 

第１５条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

   ２ 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

   ３ 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

   ４ 会議は公開を原則とする。ただし、会長が必要があると認めるときは、これを非公

開とすることができる。 

 



 

資料３ 

 

 

第１２期 府中市美術館運営協議会 予定 

 

 

■令和５（２０２３）年２月  （第１回） 

 ・委嘱状の伝達 

 ・正副会長の選出 

 ・諮問事項の伝達 

 ・府中市美術館運営協議会についての説明（位置づけ・今後のスケジュールなど） 

 ・府中市美術館についての説明（設置目的、運営形態、事業内容、施設概要など） 

 ・諮問事項についての確認 

 

 

■令和５（２０２３）年８月頃 （第２回） 

 ・諮問事項にかかわる意見交換 ① 

 

 

■令和６（２０２４）年１月頃 （第３回） 

 ・諮問事項にかかわる意見交換 ② 

 ・各委員からの意見の整理・集約 

 

 

■令和６（２０２４）年５月頃 （委員４名程度による小委員会） 

 ・答申案の作成 

 

 

■令和６（２０２４）年８月頃 （第４回） 

 ・答申案についての審議 

 ・答申書の提出 

 































資料６ 

 

 

 

 

 

府中市美術館 運営協議会 答申書 

 

－ 府中市美術館の望ましい姿について － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１１月 

 

府中市美術館運営協議会 

 

  



  



【はじめに】 

 府中市美術館運営協議会は、美術館・博物館の運営や事業に携わってきた者、美術

史の研究者、美術作家、府中市の学校教育・家庭教育・地域活動の代表、そして利用

者の声を反映する公募委員という、計１２名の委員によって構成される。各委員には

それぞれの経験や知見を活かしつつ、美術館に対する全国的な視座と、府中市の地域

特性に寄り添った視点の双方から、府中市美術館の運営について助言・提言すること

が期待されている。本協議会は、令和２（２０２０）年１２月から令和４（２０２２）

年１１月までの２年間にわたって、諮問事項「府中市美術館の望ましい姿」について、

計４回の協議を重ねてきた。その協議を踏まえ【運営全般】【作品収集活動】【展覧会

活動】【教育普及活動】【広報・情報発信活動】【施設整備】について、意見を提出する。 

 

 

【運営全般】 

 府中市美術館の望ましい姿を考えるにあたっては、その成り立ちやこれまでの実績

などを踏まえる必要がある。 

 同館は、平成１２（２０００）年１０月に開館したが、それに先立つ平成８（１９

９６）年６月には、府中市議会文教経済委員会において「府中市美術館建設基本計画」

が了承された。その中では、基本テーマ「生活と美術＝美と結びついた暮らしを見直

す美術館」や、四つの基本的性格「①地域社会に根差した親しみある美術館」「②質の

高い美術作品を身近に鑑賞できる美術館」「③市民や子どもの才能と美意識を育む美

術館」「④新しい美術情報を吸収できる美術館」が、掲げられている。 

 府中市美術館は、これらの基本計画に基づいて府中市が設置し、公立直営館として

運営されてきた。今後のあり方を考えていく際にも、この基本計画や運営形態は維持・

継承されていくべきである。 

 その一方で、この２０年余りの間には、デジタル技術の進展や価値観の多様化など、

社会状況も大きく変化してきた。博物館・美術館を巡る国際的な動向にも対応してい

く必要がある。そして本協議会が開催された期間には、新型コロナウイルス感染症の

世界的な流行およびそれに伴う行動制限という、未曾有の状況が生じた。こうした変

化や危機にも柔軟に対応しながら、活動を継続していってもらいたい。美術館は人々

に希望を与える、そしてさまざまな利用方法・活用方法が考えられる場である。 

 設立準備の時点で掲げた目標を維持することと、時代の変化に合わせて柔軟に対応

することとの、双方のバランスを取りながら、運営・事業・設備を考えていく必要が

ある。 

 

 



【作品収集活動】 

 美術館ではこれまで、購入・寄贈あわせて約２,３００点の美術作品を収集してきた。

これらの収蔵作品は、美術館活動の基盤であるとともに、今後も末永く残されるべき

府中市民の貴重な財産である。収集方針に基づきながら、１００年後にも輝きを失わ

ないコレクションの形成を目指さなければならない。 

 「江戸時代の絵画」や「明治から昭和にかけての洋画」といった作品群は、展覧会

活動と密接に関連したものであり、同館の特色の一つである。また、府中市とその近

隣の市では多くの作家が活動しており、美術大学も複数ある。このような地域の特性

を活かすため、「府中および多摩にゆかりのある作品」や「現代の美術」についても、

調査し、収集に結びつけていくことが望まれる。 

 充実した収集活動を継続していくためには、新規作品の購入は欠かせない。現在、

作品購入は府中市美術品購入基金を財源としているが、この基金の維持や拡充は不可

欠である。 

 収蔵作品は、適切な管理・保管を行い、後世に残していかなければならない。その

ためには、作品とその情報の管理のための電子システム（データベース）の構築、作

品の保存環境の維持、収蔵庫の収容能力の増強計画などが必要となってくる。 

 また収蔵作品は、保存のための十分な配慮を行った上で、積極的に活用していくべ

きである。常設展や所蔵品展での展示はもとより、印刷媒体や電子媒体での作品情報

の紹介、美術館以外の場所での作品展示なども、検討事項に加えるべきである。 

 

 

【展覧会活動】 

 開館以来、数々のユニークな展覧会を企画・開催し、府中市内はもちろん全国的に

も高い関心を集め、多彩な鑑賞の場を提供してきた。これは、館長をはじめ、担当学

芸員や職員が一体となって、さまざまな工夫をしてきた結果といえる。また、コロナ

禍にあってもその影響を最小限にとどめ、展覧会活動を継続したことは、高く評価で

きる。 

 その上で、企画展のさらなる充実のために考えられることを、以下に列挙する。 

 ①企画内容を高めるために、外部の研究者や美術評論家と連携・協働していくこと。 

 ②新たな観覧者を開拓するために、公募展・コンクール展などこれまでとは趣の異

なる企画を行ったり、ターゲットとなる利用者層をより明確に意識したりするこ

と。 

 ③展示作品への理解を深め観覧者の満足度を高めるために、解説文の質や読みやす

さの配慮、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用等により作品解説を充実していくこと。 

 これらを参考としながら、工夫を重ねていってもらいたい。 



 また、収蔵作品を常時展示する常設展やテーマを設けて特集展示する所蔵品展は、

美術館の存在意義を伝える上で重要な展示活動である。この部分についても、企画展

同様に力を注いでいく必要がある。 

 今後も美術館の展覧会活動が充実し、多くの鑑賞機会を提供していくことを、期待

している。 

 

 

【教育普及活動】 

 美術館では、作家の制作の過程を公開する「公開制作」、作品作りの楽しさを体験的

に伝えるワークショップ「アートスタジオ」、府中市立の小中学校の鑑賞授業の機会と

なる「美術鑑賞教室」など、多彩な教育普及活動を展開してきた。 

 とくに学校教育の現場では、子どもたちへの美術鑑賞の場の提供やそのための美術

館との連携が定着してきている。府中市内に美術館があることは、子どもたちの情操

教育などの面において大きな利点であり、美術鑑賞教室をはじめとする児童・生徒へ

の取り組みは、今後も継続してもらいたい。 

 幼少期から美術を楽しむことが習慣化していけば、１０年後、２０年後にその成果

は大きく花開くことになり、子どもたちへの取り組みは今後も重要な事業である。さ

らに学校の利用については、府中市内ばかりでなく近隣地域においても需要があるこ

とと思う。 

 ＩＣＴが目覚ましく発展した現代においては、いつでも誰もが手軽に様々な情報を

取得できるようになり、学校現場においてもタブレットパソコンの導入が進んでいる。

こうした状況に対応して、展覧会の様子、作品の解説、教育普及活動をオンライン上

で公開するなど、教材として学校に提供することが望まれる。その一方で、美術館の

最大の強みは、実物の「作品を鑑賞する」「創作活動に参加する」という場を伴う実体

験にある。オンライン体験と実体験の双方のメリットを生かした事業展開を行ってい

く必要がある。 

 教育普及活動のより一層の充実のためには、ほかの機関やさまざまなスキルを持つ

人々との連携や、これまでにない視点から事業を実施することも有効である。このほ

か、鑑賞ボランティアの養成による鑑賞プログラムの拡充、大学や在住外国人との連

携による作品解説の多言語化、小中高校生たちの祝休日や放課後の創造活動の支援、

乳幼児やその保護者が気兼ねなく利用できる機会の拡充、誰もが利用しやすいプログ

ラムの設定、リピーターを増やすための工夫などが求められる。 

 

 

 



【広報・情報発信活動】 

 広報・情報発信の手段としては、従来から主力となってきたポスター・チラシ・広

報誌などの印刷媒体、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどのマスメディア、ホームペー

ジやＳＮＳ、動画配信などの電子媒体など、多彩な形態がある。 

 なかでも電子媒体は、近年その技術的進化と利用促進は著しく、今後も注力してい

くべき分野である。動画コンテンツは家庭での視聴ばかりでなく、学校の授業での活

用など、さまざまな利用方法が考えられる。ＳＮＳによる情報発信は、利用者によっ

て情報拡散という付帯効果が期待できるほか、ターゲットの絞り込みもしやすく、広

報面での費用対効果が高い。さらに電子媒体は、実施中の事業についての情報の発信

ばかりでなく、過去の事業についての情報の蓄積・アーカイブ化という役割を果たす

ことも可能なため、重要な活動である。 

 発信情報の内容については、単純な事業単独の広報を目的としたものばかりでなく、

設立理念や運営方針に関するもの、美術作品や図書など資料情報の提供、作品解説や

教育普及の動画配信なども必要だろう。その結果、美術館のブランドイメージを高め

ることも期待できる。 

 府中市美術館の情報発信活動は、総じて充実してきているが、これらの活動を管理

係や学芸係の職員が兼務していくことは、その専門性や業務量の面から困難である。 

 広報・情報発信活動を戦略的に行うとともに、即時性をもって対応していくために

は、専門的な知識と経験を持った担当者の配置が必要である。 

 その一方で、電子媒体が発達する状況下においても、デジタル技術になじみのない

層や印刷物に親しみを持つ層も存在し続ける。また、印刷媒体と電子媒体には、それ

ぞれの長所と短所がある。従来からある媒体と新しい媒体の特徴を活かした多角的な

広報・情報発信を行っていくことが望ましい。 

 

 

【施設整備】 

 今後も健全な美術館運営を継続していくためには、建物・設備の修繕・更新は早め

に行うことが望ましい。そのことが結果的に、美術館の長寿命化と維持コストの低減

に有効に働く。また今後、施設の維持・長寿命化のための大規模な改修が行われるこ

とと思うが、その際には、建物の建築当初のデザインやイメージを踏襲すること、浸

水や地震など自然災害への備えも十分に配慮すること、改修のための長期休館中も美

術館の活動を維持していくこと、改修後の長期的な維持管理計画を策定していくこと

などが必要になると考えられる。 

 収蔵庫については、立地条件からも大規模な増床は困難と思われるが、棚の増設な

ど収容能力を増強することで、良好な収蔵環境を維持するべきだ。 



 また、展示室照明の更新・ＬＥＤ化や額装方法の工夫による鑑賞環境の改善、降り

用エスカレーターと授乳室の新設などさまざまな利用者に対応した施設の拡充、Ｗｉ

-Ｆｉ環境や電子決済システム、多目的な教育普及スペースといった新しいニーズへ

の対応なども、検討していただきたい。 

 

 

【おわりに】 

 府中市美術館はこれまで、作品収集活動、展覧会活動、教育普及活動の各分野にわ

たって注目を集める個性的な事業を展開してその評価は全国的にも高く、また、府中

市の文化拠点のひとつとして市民に親しまれる活動を行ってきた。これらの成果は、

単に美術館とその職員の努力にとどまらず、公立直営館としての安定した運営体制や、

府中市の他部署との円滑な協力関係があってのものである。 

 しかし、開館以来２０年余りを迎えた美術館では、新たな時代に対応した事業展開

や機能の充実が求められ、また老朽化した施設の改修・更新の必要性が生じており、

これらへの適切な対応や予算の確保が、今後は課題となっていく。 

 設立当初の基本計画を踏まえるとともに、時代の変化に柔軟な対応を伴った改善・

改革を図り、府中市美術館の活動がより一層充実していくこと、そして人々に「希望

を与える場」となっていくことを期待する。 

 

 

 令和４年１１月 

 

                       府中市美術館運営協議会 

                         会 長  谷 矢 哲 夫  

                         副会長  橋 本 善 八  

                         委 員  持 田   晃  

                         委 員  寺 田 慎 吾  

                         委 員  佐 伯   智  

                         委 員  隠 岐 由紀子  

                         委 員  髙 尾 戸 美  

                         委 員  金 田 実 生  

                         委 員  吉 田 裕 子  

                         委 員  堀 江 一 男  

                         委 員  清 水 正 人  

                         委 員  瑞慶覧 香 織  



資料７

　　　　　　　　　　　　　　　　府中市美術館　入場者状況の推移

単位：　人　

参加総人数

＜企画展＞ 入場者数 ＜企画展＞ 入場者数 ＜企画展＞ 入場者数

へそまがり日本美術（37日） 36,050 ふつうの系譜展（4日） 401 与謝蕪村展（21日） 7,085

棟方志功展（38日） 15,276 日本の美術を貫く炎の筆線展（57日） 6,295 映えるNIPPON展（36日） 6,079

おかえり美しき明治展（68日） 17,208 メイド・イン・フチュウ展（66日） 3,606 動物の絵展（62日） 38,320

青木野枝展（62日） 9,300 与謝蕪村展（16日） 3,909 池内晶子展（56日） 9,260

ふつうの系譜展（15日） 2,830 ふつうの系譜展（17日） 2,636

＜所蔵品展＞ ＜所蔵品展＞ ＜所蔵品展＞

ぱれたんゆめのせかい（38日） 11,153 ひらいてみよう美術の扉（44日） 5,215 ぱれたんとむら田展（36日） 8,459

＜常設展＞　258日 93,067 ＜常設展＞　217日 21,326 ＜常設展＞　228日 72,033

公開制作

作家名 原田郁　 16,984 児玉幸子　 5,391 椛田ちひろ 8,081

（題名） （もうひとつの世界　10年目の地図） （脈動―溶けるリズム） （縺れもつ、解ほどけ、すべては進みながら起こる）

山口啓介　 16,184 三沢厚彦　 6,071 淺井裕介 21,807

（メタモルフォセス） （府中の森のアニマルルーム） （種を食べた美術館）

高嶋英男　 10,286 L PACK. 5,871 岩井優 8,361

（からっぽに満たされる） （アイビス・ア・カッフのアトリエ） （ハウツー・クリーンアップ・ザ・ミュージアム）

市民ギャラリー

43,454 17,333 38,249

25,428 5,094 11,887

展覧会
(開催日数）

平成３１（令和元）年度 令和２年度 令和３年度

253,766 253,766 253,766

184,884 40,752 143,872



歳入 （単位：円）

目 事項 細事項 31(R1)年度決算 R2年度決算 R3年度決算 R4年度予算

57,521,203 26,302,409 83,800,076 59,532,000

美術館観覧料 41,499,780 6,112,990 37,346,683 30,447,000

美術館使用料 2,340,000 480,000 850,000 2,760,000

153,796 273,082 84,386 250,000

385,300 7,000 28,800 100,000

その他収入 13,142,327 19,429,337 45,490,207 25,975,000

歳出

目 事項 細事項 31(R1)年度決算 R2年度決算 R3年度決算 R4年度予算

美術館費 270,263,581 243,786,929 429,914,181 341,574,000

美術館館長費 2,016,000 2,016,000 2,016,000

美術館運営協議会運営費 209,000 275,000 231,000 348,000

美術館収集選定委員会運営費 100,000 100,000 81,606 210,000

展覧会事業費 70,571,746 61,711,500 132,257,411 70,365,000

美術普及事業費 8,155,057 5,953,789 8,308,870 9,534,000

所蔵品展示管理費 18,002,015 11,227,660 14,531,821 20,576,000

美術品購入費 0 15,730,000 32,725,000 25,300,000

図書資料等購入費 922,763 1,003,008 987,930 994,000

施設管理費 140,192,142 137,318,388 149,523,942 150,828,000

管理委託料 77,309,419 79,276,274 91,709,684 98,070,000

光熱水費及び燃料費 40,194,226 32,195,333 35,441,849 31,318,000

諸経費 22,688,497 25,846,781 22,372,409 21,440,000

負担金 215,000 315,000 270,000 14,570,000

賄費 133,714 3,130 2,671 139,000

管理事務費 8,432,144 7,356,454 8,131,330 8,494,000

管理用備品整備費 0 1,793,000 0 0

美術館整備事業費 22,330,000 0 6,930,000 37,200,000

美術品購入基金積立金 1,000,000 1,000,000 75,932,600 1,000,000

歳出に対する歳入の割合 21.3% 10.8% 19.5% 17.4%

府中市美術館　歳入歳出事項別状況

東京の美術館・博物館等共通入館事業分配金収入

ワークショップ受講料等収入

資料８


